
 
 

「消費者保護の推進に関する関係者連絡会」 
開催要綱 

 

１ 目的  

本会合（以下「連絡会」という。）は、「ＩＣＴサービス安心・安全研究会」（以

下「親会」という。）の下に設置される会合として、親会及び「消費者保護ルール

の見直し・充実に関するワーキンググループ」（以下「ＷＧ」という。）等において

検討された消費者保護ルールの見直し・充実に関する事項等について、関係者間で

情報の共有を行うことを目的とする。 
 

２ 名称  

  本会合は、「消費者保護の推進に関する関係者連絡会」と称する。 
 

３ 検討事項  

親会及びＷＧ等の議論を受けた関係者による取組の在り方その他消費者保護の

推進・強化に向けた取組として必要な事項について検討する。 

 

４ 構成及び運営  

(1) 連絡会の構成員は、別紙のとおりとする。 

(2) 連絡会には、主査を置く。 

(3) 主査は、親会座長が指名することとする。 

(4) 主査は連絡会を招集し、主宰する。 

(5) 主査は、必要があるときは、必要と認める者を連絡会の構成員又はオブザー

バーとして追加することができる。 

(6) 主査は、必要があるときは、外部の関係者の出席を求め、意見を聞くことが

できる。 

(7) 連絡会は原則として非公開とする。 

(8) その他、連絡会の運営に必要な事項は、主査が定めるところによる。 
 

５ 庶務  

  連絡会の庶務は、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課がこれを行

うものとする。 
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